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神山忠（読字障害（ディスレクシア）当事者） 

〈私の特性〉 

私は，文字を認識するのが苦手です。文字を音声化すること，文字から情報を得る，とい

うことが難しい。診断書では，一定時間に読める量が小学 2年生程度，読んで内容をどの

くらい理解できているかは小学 4年生程度，でも読み上げソフトを使うと一般成人平均程

度，書字に関しても一定時間に正しく書く力というのは小学 6年生程度，でもパソコン入

力すれば成人並みです。そういった根拠を基に，「読み書き障害」，「ディスレクシア」とい

う診断を持っています。 

〈ディスレクシアに対する日本と諸外国のとらえ方の違い〉 

教育現場で学習障害，ディスレクシアというのは，LDという言葉で広まっています。読む，

書く，計算することに苦手感がある子ども達に，LDという言葉を使って支援を行っていま

す。知的には遅れはないと言われますが，発達障害の一つと言われています。 

諸外国では有名な方も多くいます。例えばトム・クルーズさん，スピルバーグ監督も同じ

ディスレクシアの診断を持っています。諸外国と日本と何が違うかというと，当事者とし

て感じるのは，日本では「福祉サービスを受ける側」と固定されていますが，外国では，

「必要な支援さえ提供すれば活躍でき納税者になりうる存在」と捉えられています。 

〈ディスレクシアの人に文字はどう見えるか〉 

ディスレクシア，読字障害がどんな感じなのか，疑似体験をしてもらいます。 

私が実際文字を見たら，下の図の様に見えます。 
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これは，アラビア文字の元になった文字だそうですが，日本語であっても，こんな様に見

えます。 

下の図を見て読めますか。黒い丸や四角が散らばっています。 

なかなか読めないと思うのですが，いらない情報を隠して，白に目をやったら，「LIFE」と

見えてきます。このようにどこに目を向ければ良いのか，というところが最初のハードル

です。 

次の様な図も見るのが苦手です。白地に黒い点がたくさん散らばっているような図です。 

でも，対象物に線を入れたり，色を付けたりすると，「ダルメシアンが歩いている」と分か

ります。 

 横書きの日本語がぎゅうぎゅう詰めになった文章が並んでいるのも，下の図のように全

体的ににじんだように見え，はっきり見えません。 
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「黒に目を凝らせば何とか見えるはずだ」とぐーっと黒に目を凝らすのですが，これだけ

ぎゅうぎゅう詰めだと多くの情報が飛び込んできて処理することができません。 

 なので，先ほどの「LIFE」と同じように上下，左右のいらない情報を隠すと，目で追え

る情報量にコントロールして，拾い読みが可能になっていきます。 

そのためにいつも，緑・透明・赤に色分けした定規を持ち歩いて対処しています。 
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文字で苦手なのは，明朝体です。これは処理できません。 

明朝体は縦が太くて横が細い。文字が苦手で，地図はとても好きな私が明朝体の文字を見

ると，「この縦線，南北の通りは大通り」などと，自分の好きな地図に置き換えて見てしま

い，なかなか文字として認識できません。丸ゴシック，メイリオなどのユニバーサルデザ

インフォントならまだ文字として認識しやすいです。

これは私が小学校 2年生の時の話ですが，黒板に，全部ひらがな，縦書きで「きょうはて

んきがいいのでそとでたいいくをします。」と書かれていました。 

「今日の体育の授業は，外で行う」ということを書かれたのですが，私は音読したのです

が，運動場には行けませんでした。音声化すれば意味が分かると思われるのですが，目で

追うことだけで自分のキャパはいっぱいになり，そこから情報を得る，頭でイメージを組

み立てることはできません。暗記状態まで行き，目で追う労力が必要でなくなったら，考

えられるようになります。 
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縦書きは、いまだに処理できません。僕の目には次の図の様に見えます。 

文字がうねり，乗り物酔いをしているような感覚になります。 

＜読書バリアフリー法に寄せる思い＞ 

そんな私だからこそ，「読めるようになりたい」と思っています。読書バリアフリー法に

期待を寄せています。でも読書バリアフリー法が通り，詳しい内容を時間をかけて読んで

も，何がどう変わって何を求めていけるようになったのか分かりません。 

読書バリアフリー法の案を見せられてもなかなか処理できません。一生懸命読んでも「普

及とか推進とか検討とか充実，その目安って何？本当に検討しているの？」と思ってしま

います。もうちょっと踏み込んでいけるように，私たちのような当事者が声をあげ，具体

案につながっていけばと思います。 

成立後，自分なりにいろいろアプローチしました。本を買っても墨字の本はなかなか読

めなかったので，出版社にデータを求めました。著作者の承諾が得られなかったので提供

できない，という回答でした。ところが著者に直接連絡を取ったら，頂けたので，著者に

聞いたら，出版社からそんなお伺いはない，とのことでした。まだまだ過渡期なんだと思

いました。 

他の書籍に関してテキストデータを求めたら，「キンドルでも購入できるから」というこ

とで，紙の本とデジタル書籍の 2冊を買うことになりました。 

購入した本をサピエ図書館で検索してみたのですが，インターフェースが視覚障害の方

向けなのか，文字ばかりの検索画面で，私にとってはハードルが高く断念しました。それ
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でもサピエから毎年協力金を求められることに首を傾げています。一般の公共図書館は利

用する人から利用料を毎年徴収しません。その辺もこれからの課題なのかと思います。 

また、いろいろな方法でデジタル書籍を手にすることができるようになってきました。

同じ配信元であっても読み上げ機能に対応した書籍と対応していない書籍が混在していま

す。デジタル書籍の規格化が必要だと強く感じました。発見仕様だけでも統一されると助

かると思います。 

こんなことも読書バリアフリー法成立後ありました。買った本をなかなか読めなかった

ので，その本と同じものが公共図書館にないかと思い行きました。検索は比較的簡単だっ

たのですが，その図書館にはありませんでした。持参した本を対面朗読してもらいたいと

お願いしたのですが，まず読字障害の説明に 30 分かかってしまいました。読字障害は手

帳がありません。まだまだ手帳の有無でサービスが限定される時代なのかと思いました。

自分の持っていた本を読んでもらおうと思ったら，「蔵書ではないので，できない」という

回答でした。（今年になって改めて行ってみると、対応しますということでした。しかし、

新型コロナウイルスの関係で事前予約制での対面朗読ということでした。） 

現在困っているのは，新型コロナウイルスに関わる各種給付金の案内です。いろいろな

案内を手に入れたのですが，なかなか理解には至らずにいます。こういった生活に直結す

るサービスの案内も公共図書館等で手助けしてもらえるようになったら，誰ひとり取り残

さない社会に近づくと思います。 

今や情報は、インフラの一つと言えると思います。読書バリアフリー法，本に限定せず

に，読み物という大きなくくりでサービスを提供していけると，誰もが安心して老いを迎

えられると思います。老いだけでなく外国にルーツのある人たちの割合が多くなっている

日本です。障害に限定せず、提供された書物にアクセスできないことを解消する場が図書

館であったならと妄想してしまいます。 

１４年ほど前に外国の図書館を視察に行きました。そこで驚いたのは，通路が車椅子が

すれ違えるほど広い。誰もがアクセスしやすくなっていました。 

便利な機器もあって，墨字のものをスキャンし，OCRをかけたり，スキャンしたら遠隔

で遠くにいる方がそのページを読み上げてくれるというサービスもありました。 

ようやく居住地の図書館も整ってきました。これは障害者基本法だけでなく読書バリア

フリー法がもたらした公益だと感じています。
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海外の図書館で一番驚いたのは，当時ベストセラーだった「ハリーポッター」が，普通

の本，大活字本，挿絵が入った本，録音図書（CD），映画（DVD），またその国の母国語の

英語以外の言語で書かれた本などが一緒に並べられていました。これなら，自分のアクセ

スしやすい読みたいスタイルの書籍を選べると実感しました。

日本はまだバリアフリーコーナー等に集めて蔵書されていて、タイトル数や媒体のバリ

エーションが少ないと思います。もし、タイトルごと棚に並べたら自分に合った読書がで

きるようになると思います。実際には並べられなくても、代本板のようなものに「DAISY

版はバリアフリーコーナーにあります」などと示され並んでいると嬉しいです。そうする

ことで該当する利用者だけでなく、一般の方にもそうした媒体の本があることを周知でき

ると思います。また、そうしたタイトルが圧倒的に少ないことが多くの方に伝わり、まだ

まだバリアフリーが進んでいないことを共有できると思います。 

私は，子ども達と触れ合うことも多くその子に合った読書法を伝えるようにしています。

読書をあきらめていた子どもであってもマルチメディアデイジー図書を使ってみると、読

めた、楽しかった、面白かったと非常に喜ぶ子もいます。教育現場でも、学校図書館でも

読書バリアフリー法がもっともっと認識されていくことを願っています。 

図書館は書籍を所蔵し，貸し出すところから，情報を保障する拠点に。そのために、バ

リアフリー法の理念を図書館が認識し，誰もが過ごしやすい社会に向かってほしいです。

それに向けて読書に困り感がない方だけで検討するより、困り感を抱いている当事者の意

見を取り入れて検討していった方が質の高いサービスになり得ると思っています。 

最後に、読書バリアフリー法が「誰ひとり取り残されない社会」につながる法律として

広く認識されていくことを願っています。 
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